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第 7 章 特 別 支 援 教 育 

 

第 1 節  教  育  課  程  

 

１  平 成 22 年 度 特 別 支 援 教 育 教 育 新 課 程 講 習 会  

 (1)特 別 支 援 学 校  

  ア  会 の 名 称   平 成 22 年 度 特 別 支 援 学 校 新 教 育 課 程 講 習 会  

イ  目 的  特 別 支 援 学 校 の 教 育 課 程 に 関 す る 研 究 成 果 の 発 表 及 び 研 究 協 議 を 行 い 、特 別 支  

援 学 校 に お け る 学 習 指 導 等 の 改 善 と 教 員 の 指 導 力 向 上 に 資 す る 。  

   ウ  期日・場所   平 成 22 年 8 月 20 日 （ 金 ）    愛 知 県 立 ひ い ら ぎ 養 護 学 校  

   エ  参 加 者  特 別 支 援 学 校 教 員  61 人  

(2)小 学 校 及 び 中 学 校 の 特 別 支 援 学 級 、 通 級 に よ る 指 導  

ア  会 の 名 称   平 成 22 年 度 特 別 支 援 教 育 に 係 る 教 育 課 程 等 研 究 集 会  

イ  目 的  小・中 学 校 の 特 別 支 援 学 級 並 び に 通 級 に よ る 指 導 に お け る 教 育 課 程 に 関 す る 研  

究 、並 び に 通 常 の 学 級 に 在 籍 し て い る 特 別 な 教 育 的 支 援 を 必 要 と す る 児 童 生 徒 に

対 す る 適 切 な 指 導 及 び 必 要 な 支 援 の あ り 方 に 関 す る 研 究 の 成 果 を 発 表 し 、研 究 協

議 を 通 し て 学 習 指 導 等 の 改 善 と 指 導 力 の 向 上 に 資 す る 。  

   ウ  期日・場所   平 成 22 年 8 月 18 日 （ 水 ）   稲 沢 市 勤 労 福 祉 会 館 （ 尾 張 部 ）  

          平 成 22 年 8 月 23 日 （ 月 ）   西 三 河 総 合 庁 舎 （ 三 河 部 ）  

   エ  参 加 者  2 会 場  合 計 259 人  

 

２  特 別 支 援 教 育 研 究 委 嘱  

   項  目  

種  別  
学  校  名  研  究  課  題   研 究 委 嘱 期 間  

県 教 育 委 員 会  高 浜 市 立 翼 小 学 校  

よ り 確 か な 広 が り を も つ 特 別 支 援 教 育 を

求 め て ～ コ ー デ ィ ネ ー タ ー の 役 割 ・ 学 級

間 ・ 学 校 間 の 交 流 授 業 を と お し て ～  

平 成 21 年 度  

～  

平 成 22 年 度  

 

３  学 校 訪 問  

特 別 支 援 学 校 並 び に 特 別 支 援 学 級 を 設 置 す る 小・中 学 校 を 訪 問 し 、学 校 管 理 、教 育 課 程 、学 習

指 導 、 生 徒 指 導 、 生 活 指 導 、 進 路 指 導 、 現 職 研 修 等 に 関 す る 諸 問 題 に つ い て 指 導 助 言 を 行 っ た 。 

(1)平 成 22 年 度 特 別 支 援 学 校 重 点 指 導 事 項  

   新 学 習 指 導 要 領 実 施 に 向 け た 教 育 課 程 の 編 成 に つ い て  

(2)訪 問 校  

   ア  特 別 支 援 学 校  

      計 画 訪 問  15 校   

   イ  特 別 支 援 学 級 設 置 の 小 ・ 中 学 校  

      計 画 訪 問  小 学 校 6 校 、 中 学 校 5 校  
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４  教 育 課 程 の 編 成 と 運 営  

(1)幼 稚 部  

6 領 域 編 成  盲 2 校 、 聾 4 校 、 養 （ 知 ） 1 校 、 養 （ 肢 ） 1 校  

(2)小 学 部  

特 別 支 援 学 校 小 学 部・中 学 部 学 習 指 導 要 領 等 に 基 づ い て 、各 教 科 、道 徳 、特 別 活 動 、自 立 活

動 及 び 総 合 的 な 学 習 の 時 間 （ 小 学 部 3 年 生 以 上 、 知 的 障 害 養 護 学 校 を 除 く 。） で 編 成 さ れ て い

る 。  

   ア  知 的 障 害 養 護 学 校 の 教 育 課 程 を 適 用 し た 教 育 課 程 を 編 成 し て い る 学 校（ 知 的 障 害 養 護 学 校 を  

除 く 。）  

      盲 2 校 、 聾 4 校 、 養 （ 肢 ） 8 校 、 養 （ 病 ） 1 校  

   イ  領 域 ・ 教 科 を 合 わ せ た 指 導 を 行 っ て い る 学 校  

     盲 2 校 、 聾 4 校 、 養 （ 知 ） 8 校 、 養 （ 肢 ） 8 校 、 養 （ 病 ） 1 校  

(3)中 学 部  

特 別 支 援 学 校 小 学 部・中 学 部 学 習 指 導 要 領 等 に 基 づ い て 、各 教 科 、道 徳 、特 別 活 動 、自 立 活

動 及 び 総 合 的 な 学 習 の 時 間 で 編 成 さ れ て い る 。  

   ア  知 的 障 害 養 護 学 校 の 教 育 課 程 を 適 用 し た 教 育 課 程 を 編 成 し て い る 学 校（ 知 的 障 害 養 護 学 校 を

除 く 。）  

       盲 2 校 、 聾 4 校 、 養 （ 肢 ） 8 校 、 養 （ 病 ） 1 校  

   イ  領 域 ・ 教 科 を 合 わ せ た 指 導 を 行 っ て い る 学 校  

     盲 2 校 、 聾 4 校 、 養 （ 知 ） 8 校 、 養 （ 肢 ） 8 校 、 養 （ 病 ） 1 校  

(4)高 等 部  

特 別 支 援 学 校 高 等 部 学 習 指 導 要 領 等 に 基 づ い て 、 各 教 科 、 道 徳 （ 知 的 障 害 養 護 学 校 の み ）、 

特 別 活 動 、 自 立 活 動 及 び 総 合 的 な 学 習 の 時 間 で 編 成 さ れ て い る 。  

   ア  教 育 課 程 に 類 型 又 は コ ー ス を 設 け て い る 学 校  

     盲 2 校 、 聾 4 校 、 養 （ 知 ） 12 校 、 養 （ 肢 ） 8 校 、 養 （ 病 ） 1 校  

   イ  領 域 ・ 教 科 を 合 わ せ た 指 導 を 行 っ て い る 学 校  

     盲 2 校 、 聾 3 校 、 養 （ 知 ） 8 校 、 養 （ 肢 ） 8 校 、 養 （ 病 ） 1 校  

ウ  知 的 障 害 養 護 学 校 の 教 育 課 程 を 適 用 し た 教 育 課 程 を 編 成 し て い る 学 校（ 知 的 障 害 養 護 学 校 を  

除 く 。）  

      盲 2 校 、 聾 3 校 、 養 （ 肢 ） 8 校 、 養 （ 病 ） 1 校  

 

    ＊ （ 知 ） 知 的 障 害  （ 肢 ） 肢 体 不 自 由  （ 病 ） 病 弱  
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第 2 節  教  科  用  図  書  の  採  択  

 

１  小 学 部 及 び 中 学 部 （ 義 務 教 育 段 階 ） 使 用 教 科 用 図 書  

特 別 支 援 学 校 の 小 学 部 及 び 中 学 部 の 教 科 用 図 書 は 、 ｢義 務 教 育 諸 学 校 の 教 科 書 の 無 償 措 置 に 関

す る 法 律 ｣第 1 3 

特 別 支 援 学 校 の 教 科 用 図 書 は 、文 部 科 学 大 臣 の 検 定 を 経 た 教 科 用 図 書 の ほ か 、盲 学 校 用 教 科 書

（ 点 字 本 ） が 小 学 部 4 種 目 各 1 種 、 中 学 部 9 種 目 各 1 種 、 聾 学 校 用 教 科 書 が 小 学 部 2 種 目 各 1

種 、 中 学 部 1 種 目 1 種 、 養 護 学 校 （ 知 的 障 害 教 育 ） 用 教 科 書 が 小 学 部 、 中 学 部 と も そ れ ぞ れ 3

種 目 各 1 種 か ら 採 択 す る と と も に 、 学 校 教 育 法 附 則 第 9 条 の 規 定 に よ る 教 科 用 図 書 （ 以 下 ｢附 則

第 9 条 図 書 ｣と い う 。） を 採 択 し た 。  

条 の 規 定 に 基 づ き 、 採 択 し た 。  

附 則 第 9 条 図 書 の 採 択 に あ た っ て は 、愛 知 県 教 科 用 図 書 選 定 審 議 会 の 審 議 を 経 て 、県 教 育 委 員

会 に お い て 附 則 第 9 条 図 書 の 選 定 及 び 採 択 の 方 針 を 決 定 す る と と も に 、 選 定 審 議 会 に 附 則 第 9

条 図 書 に つ い て 調 査 研 究 を 行 う 調 査 員 （ 特 別 支 援 学 校 教 職 員 等 29 人 ） を 置 き 、 そ の 調 査 研 究 に

基 づ く 選 定 審 議 会 の 審 議 を 経 て 、 県 教 育 委 員 会 に お い て ｢平 成 23 年 度 使 用 一 般 図 書 選 定 資 料 ｣の

作 成 を 行 っ た 。  

   選 定 及 び 採 択 の 方 針 の 概 要 は 、次 の と お り で あ る 。① 児 童 生 徒 用 の 教 科 の 主 た る 教 材 と し て 教

育 目 標 の 達 成 上 適 切 な 図 書 を 選 定 す る こ と 。な お 、こ の 場 合 、下 学 年 用 の 文 部 科 学 大 臣 の 検 定 を

経 た 教 科 書 又 は 文 部 科 学 省 著 作 教 科 書 の 選 定 に つ い て 検 討 す る も の と す る 。② 上 記 の 使 用 が 適 切

で な い 場 合 は 、 県 教 育 委 員 会 作 成 の 「 平 成 23 年 度 使 用 一 般 図 書 選 定 資 料 」 に 掲 載 さ れ て い る 図

書 の 中 か ら 選 定 す る も の と す る 。  

平 成 23 年 度 使 用 愛 知 県 立 特 別 支 援 学 校 小 学 部 ・ 中 学 部 教 科 用 図 書 採 択 状 況  

区 分  
文 部 科 学 省  

検 定 済 教 科 書  

特 別 支 援 学 校

用 教 科 書  

学 校 教 育 法 附 則 第 9 条 に  

規 定 す る 教 科 用 図 書  計  

小学校用教科書 一 般 図 書  

小 学 部  

11 種 目  

11 者  25 種  

 1,803 冊  

5 種 目  

5 者  10 種  

  2,344 冊  

 

10 種 目  

25 者  59 種  

 3,608 冊  

11 種 目  

39 者  94 種  

 7,755 冊  

中 学 部  

16 種 目  

10 者  39 種  

 1,485 冊  

9 種 目  

9 者  18 種  

 1,170 冊  

6 種 目  

6 者  6 種  

 318 冊  

18 種 目  

24 者  87 種  

 2,926 冊  

18 種 目  

40 者  150 種  

 5,899 冊  

 

２  高 等 部 使 用 教 科 用 図 書 の 採 択  

県 立 高 等 学 校 と 同 様 の 手 続 き で 採 択 し た 。（ P.112～ P.113 参 照 ）  

平 成 22 年 度 は 、生 徒 の 実 態 に 応 じ て 、高 等 学 校 用 、中 学 校 用 、小 学 校 用 又 は 特 別 支 援 学 校 小 ・

中 学 部 用 教 科 用 図 書 を 採 択 し た 。  

な お 、こ の ほ か 、｢愛 知 県 立 学 校 管 理 規 則 ｣第 8 条 の 規 定 に 基 づ き 、 208 種 の 一 般 図 書 の 教 科 用

図 書 に 係 る 届 出 を 受 理 し た 。  

平 成 23 度 使 用 愛 知 県 立 特 別 支 援 学 校 高 等 部 教 科 用 図 書 採 択 状 況  

高 等 部 用  

教 科 書  

高 等 学 校 用 教 科 用 図 書  学校教育法附則第 9 条に規定する教科用図書 計  

高 等 学 校 用  

教 科 書  

（ 第 1 部 ）  

同     左  

（ 第 2 部 ）  

中 学 校 用  

教 科 書  

小 学 校 用  

教 科 書  

特別支援学校 

小・中学部用 

教 科 書 

 

未 発 行  

45 種 目  

33 者 231 種  

3,663 冊  

な  し  

8 種 目  

7 者 20 種  

2,416 冊  

11 種 目  

11 者 39 種  

2,405 冊  

2 種 目  

2 者 2 種  

 104 冊  

67 種 目  

31 者 293 種  

8,588 冊  
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３  就 学 猶 予 ・ 免 除 者 へ の 教 科 書 の 無 償 給 与  

「 就 学 義 務 猶 予 免 除 者 に 対 す る 教 科 書 の 無 償 給 与 に つ い て 」（ 平 成 17 年 4 月 1 日 付 17 文 科 初

第 22 号 文 部 科 学 省 初 等 中 等 教 育 局 長 依 頼 ） に 基 づ き 、 学 校 教 育 法 第 18 条 の 規 定 に よ り 保 護 者

が 就 学 さ せ る 義 務 を 猶 予 又 は 免 除 さ れ た 児 童 生 徒 で 、 教 科 書 の 給 与 を 希 望 し 、 か つ 市 町 村 教 育

委 員 会 が 教 科 書 に よ る 学 習 が 可 能 で あ る と 認 め た 者 に 対 し て 教 科 書 を 無 償 給 与 す る こ と が で き

る 。 平 成 22 年 度 は 19 人 に 給 与 し た 。  

４  補 助 教 材  

   「 愛 知 県 立 学 校 管 理 規 則 」第 8 条 の 規 定 に 基 づ き 、各 学 校 か ら 小 学 部 用 237 種 、中 学 部 用 220

種 、 高 等 部 用 180 種 の 補 助 教 材 の 使 用 に 係 る 届 出 を 受 理 し た 。  

 

第 3 節  就   学   指   導  

 

１  愛 知 県 就 学 指 導 委 員 会  

障 害 の あ る 子 ど も の 実 態 の 把 握 と 特 別 支 援 学 校 並 び に 特 別 支 援 学 級 へ の 就 学・入 級 指 導 の 適 正

を 期 す る た め 、県 教 育 委 員 会 に 愛 知 県 就 学 指 導 委 員 会（ 会 長  愛 知 県 特 別 支 援 教 育 推 進 連 盟 理 事

長 ） を 設 置 し て い る 。 こ の 委 員 会 は 、 医 師 、 学 識 経 験 者 、 児 童 福 祉 関 係 者 、 教 育 関 係 者 等 25 人

以 内 の 委 員 で 構 成 し て お り 、障 害 児 の 就 学 、地 区 就 学 指 導 委 員 会 と の 連 絡 調 整 、特 別 支 援 教 育 の

啓 発 等 に 関 す る 事 業 に つ い て 協 議 す る こ と と な っ て い る 。（ 平 成 20 年 度 よ り 、愛 知 県 就 学 指 導 委

員 会 と 、 地 区 就 学 指 導 委 員 会 を 一 本 化 す る 。）  

平 成 22 年 度 に お け る 開 催 状 況 は 、 次 の と お り で あ る 。  

開  催  日  協   議   事   項  

23.1.12 
障 害 児 の 就 学 指 導 に つ い て  

平 成 23 年 度 に 係 る 市 町 村 就 学 指 導 委 員 会 審 議 状 況 に つ い て  

 

２  市 町 村 就 学 指 導 委 員 会  

障 害 の あ る 子 ど も の 実 態 把 握 と 障 害 児 の 判 定 と 就 学 指 導 、特 別 支 援 教 育 の 啓 発 等 の 協 議 を 行 っ

て い る 。  

平 成 22 年 度 に お け る 就 学 に 係 る 教 育 事 務 所 別 市 町 村 就 学 指 導 委 員 会 審 議 状 況 は 、 次 の と お り

で あ る 。  

区   分  
市 町 村 就 学 指 導 委 員 会  

審  議  人  数  （ 人 ） 

尾 張 教 育 事 務 所 管 内 の 市 町  1,180 

海 部 教 育 事 務 所 管 内 の 市 町 村    408 

知 多 教 育 事 務 所 管 内 の 市 町    327 

西 三 河 教 育 事 務 所 管 内 の 市 町  1,016 

東 三 河 教 育 事 務 所 管 内 の 市 町    688 

新 城 設 楽 支 所・設 楽 教 育 指 導 室 管 内 の 市 町 村     45 

合   計  3,664 
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３  早 期 教 育 相 談  

小 学 校 へ の 適 正 及 び 円 滑 な 就 学 を 推 進 す る た め 、幼 児 期 か ら 就 学 前 の 障 害 の あ る 子 ど も を も つ

保 護 者 に 対 し て 、支 援 の 在 り 方 や 就 学 相 談 等 に つ い て の 相 談 活 動 を 県 内 6 地 区 、7 会 場 で 実 施 し

た 。  

相 談 員 は 、小・中 学 校 教 員 、特 別 支 援 学 校 教 員 、県 総 合 教 育 セ ン タ ー 職 員 、市 町 村 教 育 委 員 会

職 員 、 教 育 事 務 所 指 導 主 事 、 保 健 ・ 福 祉 ・ 医 療 等 関 係 機 関 職 員 等 約 15 人 で 構 成 し て い る 。  

平 成 22 年 度 に お け る 開 催 状 況 は 次 の と お り で あ る 。              

地    区  開  催  日  会       場    相 談 者 数（ 人 ） 

尾 張 ( 愛 日 ) 地 区  8/25・ 26 鳥 居 松 ふ れ あ い セ ン タ ー  111 

尾 張 (中 島・丹 葉 )地 区  8/ 4・  5 扶 桑 町 中 央 公 民 館   71 

海 部 地 区  8/26・ 27 愛 西 市 佐 屋 公 民 館   29 

知 多 地 区  8/ 4・  5 半 田 市 福 祉 文 化 会 館  100 

西 三 河 地 区  8/ 2 西 三 河 総 合 庁 舎   17 

東 三 河 地 区  8/ 5・  6 東 三 河 総 合 庁 舎   75 

新 城 ・ 設 楽 地 区  7/26 新 城 市 勤 労 青 少 年 ホ ー ム   19 

計  422 

 

４  平 成 22 年 度 障 害 幼 児 ・ 児 童 ・ 生 徒 の 就 学 者 数              （ 単 位 ： 人 ）  

区   分  
幼  児 ・ 児  童 ・ 生  徒  数  

計  幼  小  中  高  

計  14,133 119 7,230 3,792 2,992 

特 別 支 援 学 校   6,570 119 2,099 1,360 2,992 

特 別 支 援 学 級   7,563 －  5,131 2,432 －  

 

５  平 成 22 年 度 障 害 に よ る 就 学 義 務 猶 予 ・ 免 除 者 数 （ 単 位 ： 人 ）  

区    分  計  6～ 11 歳  12～ 14 歳  

計  2 2 0 

猶    予  1 1 0 

免    除  1 1 0 

 

６  障 害 児 就 学 指 導 担 当 者 講 習 会  

特 別 支 援 学 校 及 び 特 別 支 援 学 級 へ の 就 学・入 級 指 導 の 適 正 を 期 し 、県 教 育 委 員 会 が 作 成 し た「 障

害 児 就 学 指 導 の 手 引 」の 趣 旨 徹 底 を 図 る た め 、市 町 村 教 育 委 員 会 の 障 害 児 の 就 学 事 務 担 当 者 を 対

象 と し て 、 次 の と お り 5 地 区 に お い て 講 習 会 を 開 催 し た 。  

地   区  開 催 日  会     場  参   加   者   参 加 者 数 （ 人 ） 

尾   張  5/11 県 三 の 丸 庁 舎  
尾 張 教 育 事 務 所 管 内 の 市 町  

教 育 委 員 会 就 学 事 務 担 当 者  
 34 

海   部  6/22 海 部 総 合 庁 舎  
海 部 教 育 事 務 所 管 内 の 市 町 村  

教 育 委 員 会 就 学 事 務 担 当 者  
 12 

知   多  6/ 1 知 多 総 合 庁 舎  
知 多 教 育 事 務 所 管 内 の 市 町  

教 育 委 員 会 就 学 事 務 担 当 者  
 18 

西  三  河  6/25 大 府 養 護 学 校  
西 三 河 教 育 事 務 所 管 内 の 市 町  

教 育 委 員 会 就 学 事 務 担 当 者  
 23 

東  三  河  6/22 東 三 河 総 合 庁 舎  
東 三 河 教 育 事 務 所 管 内 の 市 町  

教 育 委 員 会 就 学 事 務 担 当 者  
 13 

計  100 
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７  市 町 村 特 別 支 援 教 育 担 当 指 導 主 事 等 会 議  

障 害 の あ る 子 ど も の 実 態 調 査 を も と に 就 学 指 導 を 適 正 か つ 円 滑 に 実 施 す る た め 、市 町 村 の 特 別

支 援 教 育 担 当 指 導 主 事 （ 担 当 者 ） を 対 象 に 連 絡 会 を 開 催 し た 。  

開  催  日  会   場  参       加       者    参 加 者 数（ 人 ） 

22/5/13 東 大 手 庁 舎  各 市 町 村 特 別 支 援 教 育 担 当 指 導 主 事 （ 担 当 者 ） 

各 教 育 事 務 所 特 別 支 援 教 育 担 当 指 導 主 事 等  

77 

22/9/ 3 県 自 治 ｾﾝﾀｰ 77 

 

８  特 別 支 援 学 校 （ 小 ・ 中 学 校 ） 学 校 指 定  

学 校 教 育 法 施 行 令 第 14 条 第 2 項 の 規 定 に 基 づ く 平 成 22 年 度 の 学 校 指 定 の 状 況 は 、次 の と お り

で あ る 。  

     平 成 22 年 度 特 別 支 援 学 校 指 定 状 況 に つ い て  （ 単 位 ： 人 ）（ 22.5.1 現 在 ）  

区     分  盲 学 校  聾 学 校  

養  護  学  校  

合  計  知  的  

障  害  

肢  体  

不 自 由  
病  弱  計  

新 学 齢 児   6 34 244 126 1 371 411 

小 ・ 中 学 校 か ら の 転 校   1  5  18  10 38  66  72 

特 別 支 援 学 校 間 の 転 校   0  2   1   4  0   5   7 

他 県 か ら の 転 校   0  0   0   0  5   5   5 

就 学 猶 予 ・ 免 除 の 解 除   0  0   0   0  0   0   0 

計   7 41 263 140 44 447 495 

 

９  幼 稚 部 ・ 高 等 部 入 学 者 選 考  

平 成 22 年 11 月 5 日 「 平 成 23 年 度 愛 知 県 立 特 別 支 援 学 校 の 幼 稚 部 及 び 高 等 部 の 入 学 者 の 募 集

に つ い て 」 公 告 、 平 成 23 年 2 月 2 3 日 、 各 募 集 学 校 に お い て （ 高 等 養 護 は 2 月 2 日 ）、 入 学 者 選

考 を 実 施 し た 。 平 成 23 年 度 入 学 志 願 者 数 等 の 概 況 は 、 次 の と お り で あ る 。  

区    分  募 集 人 員     志 願 者 数（ 人 ）    入 学 者 数（ 人 ） 

幼
稚
部 

盲  学  校  約   12 人 程 度    5   5 

聾  学  校  約   42 人 程 度   39  39 

養 護 学 校  約   18 人 程 度   18  18 

高
等
部 

盲  学  校  約   62 人   30  30 

聾  学  校  約   96 人   59  59 

養 護 学 校  約  835 人  857 784 
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第 4 節  施  設  内  教  育  ・  訪  問  教  育  

 

１  施 設 内 教 育  

児 童 福 祉 施 設 等 に 入 所（ 院 ）し て い る 学 齢 児 童 生 徒 の う ち 、就 学 は 可 能 で あ る が 、障 害 の 状 態

が 重 度 又 は 重 複 し て い る た め 、通 学 し て 教 育 を 受 け る こ と が 困 難 な 者 に 対 し て 、施 設 等 内 に お い

て 通 学 生 に 準 じ た 教 育 を 実 施 し た 。（ 2 施 設 6 病 院 、 27 学 級 、 74 人 ）  

２  訪 問 教 育  

就 学 は 可 能 で あ る が 、障 害 の 状 態 が 極 め て 重 度 で あ る か 重 複 し て い る た め 、通 学 し て 教 育 を 受

け る こ と が 困 難 な 在 宅 又 は 病 院 入 院 中 の 学 齢 児 童 生 徒 に 対 し て 、週 3 回 、 1 回 3 単 位 時 間 、教 員

を 家 庭 等 へ 派 遣 し 教 育 を 行 っ た 。 高 等 部 に お い て は 、 平 成 1 2 

３  訪 問 教 育 児 童 生 徒 集 団 学 習  

年 4 月 か ら 家 庭 訪 問 教 育 を 本 格 的

に 実 施 し た 。（ 42 学 級 、 103 人 ）  

訪 問 教 育 対 象 児 童 生 徒 に 対 し 、学 習 発 表 会 、野 外 学 習 、社 会 見 学 等 、保 護 者 参 加 の も と に 、社

会 適 応 力 の 伸 長 を 図 る た め 、 集 団 学 習 の 機 会 を 設 け た 。  

  （ 参 加 者 延 べ 163 人 、 参 加 率 36.6％ ）  

４  平 成 22 年 度 施 設 内 教 育 ・ 訪 問 教 育 の 学 級 数 等                              （ 22.5.1 現 在 ）  

区     分  

施  設  内  教  育  訪   問   教   育  

学 級 数  
児 童 ・ 生 徒 数  

学 級 数  
児 童 ・ 生 徒 数  

計  小  中  計  小  中  高  

合     計  27 74 42 32 42 103 51 39 13 

知 的 障 害  

計  13 34 18 16 11 25 13 12  0 

県 立  13 34 18 16  7 14  5  9  0 

市 立   0  0  0  0  4 11  8  3  0 

肢 体 不 自 由 （ 県 立 ）   3  7  4  3 23 57 30 14 13 

病    弱 （ 県 立 ）  11 33 20 13  8 21  8 13  0 

県  立  計 （ 再 掲 ）  27 74 42 32 38 92 43 36 13 

 

第 5 節  特  別  支  援  教  育  の  推  進  

 

１  特 別 支 援 学 級 等 の 充 実  

(1)学 級 編 制 等  

    平 成 22 年 度 に お け る 特 別 支 援 学 級 数 は 2,167 学 級 で 前 年 度 よ り 101 学 級 増 で あ る 。  

特  別  支  援  学  級  の  学  級  数  等             （ 22.5.1 現 在 ）  

区    分  
設  置  学  校  数  学     級     数  児  童  ・  生  徒  数  

計  小  中  計  小  中  計  小  中  

計  1,062 833 342 2,167 1,543 624 7,563 5,131 2,432 

知 的 障 害  1,062 742 320 1,106   764 342 3,939 2,522 1,417 

肢 体 不 自 由     35  32   3    35    32   3    66    61     5 

病 弱・身 体 虚 弱     24  22   4    30    24   6    64    48    16 

弱 視      5   4   1     5     4   1     6     5     1 

難 聴      8   6   2     8     6   2    19    14     5 

言 語 障 害      1   1   0     1     1   0     2     2     0 

自閉症・情緒障害   936 681 255   982   712 270 3,467 2,479   988 

（ 注 ）「 設 置 学 校 数 」 の 計 は 、 実 学 校 数 で あ る 。  
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(2)通 級 指 導 教 室  

通 級 指 導 教 室 は 、通 常 の 学 級 に 在 籍 し て い る 軽 度 の 障 害 の あ る 児 童 生 徒 の 障 害 の 改 善・克 服

の 指 導 の 場 と し て 、 平 成 5 年 度 に 制 度 化 さ れ た 。  

通 級 指 導 教 室 設 置 学 校 数 ・ 教 室 数 ・ 指 導 を 受 け て い る 児 童 生 徒 数   （ 22.5.1 現 在 ） 

区   分  
設  置  学  校  数  教    室    数  児  童  ・  生  徒  数  

小  中  聾  計  小  中  聾  計  小  中  計  

言 語 障 害   35    35  35    35   498    498 

自 閉 症   18  2   20  18  2   20   221  29   250 

情 緒 障 害   24  4   28  24  4   28   329  38   367 

難 聴    4  1    5   4  1    5    28   9    37 

Ｌ Ｄ   23  1   24  23  1   24   276   9   285 

Ａ Ｄ Ｈ Ａ   47  2   49  47  2   49   541  11   552 

言 語 ・ 難 聴    5   5   5   5    86   8    94 

合 計  147 10 5 162 151 10 5 166 1,979 104 2,083 

（ 注 1）「 設 置 学 校 数 」 の 計 は 、 実 学 校 数 で あ る 。（ 複 数 設 置 校 4 校 ）  

 （ 注 2）「 言 語 ・ 難 聴 」 は 、 聾 学 校 教 員 に よ る 通 級 指 導 で あ る 。
 

 

２  養 護 学 校 体 験 入 学  

障 害 の あ る 子 ど も の 適 正 か つ 円 滑 な 就 学 の 推 進 を 図 る た め 、瀬 戸 市 立 瀬 戸 養 護 学 校 、豊 田 市 立

豊 田 養 護 学 校 及 び 県 立 養 護 学 校 （ 高 等 養 護 学 校 を 除 く ） 全 校 に お い て 体 験 入 学 を 実 施 し た 。  

   新 た に 入 学 す る こ と と な る 障 害 の あ る 子 ど も 及 び そ の 保 護 者 を 対 象 と し て 、授 業 参 観 、学 校 に

お け る 諸 活 動 へ の 参 加 、 就 学 相 談 等 を 行 っ た 。  

             平  成  22 年  度  参  加  者  状  況                  （ 単 位 ： 人 ）  

区   分  知 的 障 害 養 護 学 校  肢 体 不 自 由 養 護 学 校  病 弱 養 護 学 校  計  

新 学 齢 児 童 等  339 167 4   510 

保 護 者  527 243 2   772 

そ の 他   41  41 1    83 

計  907 451 7 1,365 

                                      （ 延 べ 人 数 ）  

３  聾 幼 児 教 育 相 談 事 業  

聴 覚 障 害 児 の 言 語 指 導 で は 特 に 幼 児 期 の 指 導 が 重 要 で あ る の で 、聾 幼 児 教 育 相 談 事 務 嘱 託 員 を

千 種 ・ 豊 橋 ・ 岡 崎 ・ 一 宮 聾 学 校 に 計 4 人 配 置 し た 。  

   各 聾 学 校 と も 、聴 力 検 査 及 び 障 害 に つ い て の 教 育 相 談 、基 本 的 生 活 習 慣 確 立 の 指 導 、補 聴 器 利

用 の 指 導 、 発 語 ・ 読 話 指 導 、 リ ズ ム 遊 戯 等 に よ る 集 団 へ の 適 応 、 両 親 教 育 等 を 行 っ て い る 。  
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第 6 節  就   学   奨   励  

 

 特 別 支 援 学 校 へ の 就 学 奨 励 に 関 す る 法 律 並 び に 特 別 支 援 教 育 就 学 奨 励 費 負 担 金 交 付 要 綱 及 び 同 補

助 金 交 付 要 綱 に 基 づ き 、 公 立 の 特 別 支 援 学 校 並 び に 小 学 校 及 び 中 学 校 の 特 別 支 援 学 級 へ の 就 学 を 奨

励 す る た め 、 そ の 就 学 に 必 要 な 経 費 の う ち 、 次 に 掲 げ る 経 費 に つ い て 保 護 者 の 経 済 的 負 担 を 軽 減 す

る た め の 就 学 奨 励 事 業 を 実 施 し た 。  

１  就 学 奨 励 費 （ 特 別 支 援 学 校 分 ）  

区   分  
教 科 用 図 書  

購 入 費  
学 校 給 食 費  

交     通     費  

通   学   費  帰   省   費  
職 場 実 習 費  

本     人  付  添  人  本     人  付  添  人  

支弁人員(人) 1,512 5,231 5,375 2,030 309 59 864 

支 弁 額(円) 18,315,948 215,667,861 127,464,329 36,425,380 6,322,904 709,685 1,915,494 

区   分  

交  通  費  寄  宿  舎  居  住  に  伴  う  経  費  

修 学 旅 行 費  校 外 学 習 費  
宿 泊 生 活  

訓 練 費  交 流 学 習 費  寝 具 購 入 費  
日 用 品 等  

購 入 費  
食 費  

支弁人員(人) 187 55 173 178 1,384 3,048 1,909 

支 弁 額(円) 54,035 242,094 4,237,186 14,180,784 45,831,518 1,817,475 8,008,154 

区   分  
職 場 実 習  

宿 泊 費  

学 用 品  

購 入 費  

新 入 学 児 童

生 徒 学 用 品

等 購 入 費  

通 学 用 品  

購 入 費  
合 計  実 支 給 人 員  

 

支弁人員(人) 5 5,008 1,288 1,672  5,897 

支 弁 額(円) 32,265 49,487,111 21,728,180 2,729,237 555,169,640   

 

２  就 学 奨 励 費 （ 特 別 支 援 学 級 分 ）  

区   分  学 校 給 食 費  
交 通 費  

（ 通 学 費 ）  

現 場 実 習  

交 通 費  

交 流 学 習  

交 通 費  
修 学 旅 行 費  

校 外 学 習 費  

宿 泊 を 伴 わ  

な い も の  

宿 泊 を 伴 う  

も の  

小
学
校 

支弁人員(人) 3,433 41 0 125 547 2,952 469 

支 弁 額(円) 67,035,261 598,901 0 44,157 5,302,968 1,978,946 590,691 

中
学
校 

支弁人員(人) 1,446 25 15 24 428 1,029 401 

支 弁 額(円) 31,168,308 844,272 18,245 27,690 10,479,433 964,599 885,494 

計 
支弁人員(人) 4,879 66 15 149 975 3,981 870 

支 弁 額(円) 98,203,569 1,443,173 18,245 71,847 15,782,401 2,943,545 1,476,185 

区   分  
学 用 品  

購 入 費  

新 入 学 児 童  

生 徒 学 用 品  

等 購 入 費  

通 学 用 品  

購 入 費  

体 育 実 技  

用 具 費  
拡 大 教 材 費  合 計  実 支 給 人 員  

小
学
校 

支弁人員(人) 3,450 489 2,846 0 0 14,352 
3,499 

支 弁 額(円) 18,556,069 4,765,377 2,975,213 0 0 101,847,583 

中
学
校 

支弁人員(人) 1,459 487 918 0 0 6,232 
1,544 

支 弁 額(円) 15,523,111 5,551,350 966,119 0 0 66,428,621 

計 

支弁人員(人) 4,909 976 3,764 0 0 20,584 
5,043 

支 弁 額(円) 34,079,180 10,316,727 3,941,332 0 0 168,276,204 

（ 注 ） 実 施 市 町 村 数  53 市 町 村  

 

 

 


